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茅ヶ崎市「スクールエコアクション」について 

  

地球温暖化は、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出によって引き起こされる、

世界全体の環境問題です。 

茅ヶ崎市では、市域の温室効果ガス削減に向けた取り組みを進めるとともに、 

市役所の業務や施設から排出される温室効果ガスの削減を目指した「茅ヶ崎市地球

温暖化対策推進実行計画（事務事業編）」や「茅ヶ崎市環境マネジメントシステム

（C-EMS）」を運用しているところです。 

また、私たちの暮らしは、生物多様性がもたらす恵みによって成り立って   

いますが、生物多様性の損失も環境問題のひとつとなっています。自然環境や  

生きものへの関心をもち、身近な自然を大切に守ろうとする心を育むことが重要 

となっています。 

このような中、基礎的な教育の場である小・中学校において環境教育を推進して

いくことは、極めて意義の深いものであり、本市のよりよい環境まちづくりに  

大きな力となるものです。したがって、この環境教育を実践的に推進していくため

の支援システムとして、「茅ヶ崎市学校版環境マネジメントシステム『スクール  

エコアクション』」を平成２２年３月に策定し、その後、本市独自のシステム   

として学校における環境教育、環境保全活動が効果的に進められるように適宜改定

を加えながら運用しているものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市環境マネジメントシステム（C-EMS）との関係について 

 茅ヶ崎市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」、「エネルギー使用の合理化に  

関する法律」に基づく「茅ヶ崎市地球温暖化対策推進実行計画（事務事業編）」により   

一層の温室効果ガス削減を全庁的に進めるため、市の全ての施設、全ての職員、全ての  

事務事業を対象に C-EMSに基づき環境に配慮した取り組みを推進しています。 

 茅ヶ崎市立小・中学校も、C-EMS の対象組織となっており、温室効果ガス及び     

エネルギー使用量の削減、環境に関する法令を遵守するとともに、「スクールエコ    

アクション」に基づき、児童、生徒を含めた全校での環境活動を推進することとなって  

います。 
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Ⅰ.茅ヶ崎市「スクールエコアクション」の概要 
 

  1.「スクールエコアクション」とは 

「スクールエコアクション」は、茅ヶ崎市立の小・中学校が、環境についての学習や

環境にやさしい活動などについて、学校全体として継続的に取り組むための仕組み  

（システム）です。 

「スクールエコアクション」は、環境への取り組みについて、計画（Plan）し、実施

（Do）し、その結果を点検（Check）し、全体を定期的に見直す（Action）、この      

ＰＤＣＡサイクルの繰り返しにより、取り組みの継続的改善を図ることを基本に作られ

ています。 

 

 

 

   

 

 

 

  2．「スクールエコアクション」の位置づけ 

   「茅ヶ崎市環境基本計画」の施策に掲げる、「学校における環境教育の充実」に位置  

付けられており、学校での環境活動を継続的に実践し、児童・生徒の環境意識を育て、

茅ヶ崎市の環境の保全と創造を推進するものです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画（Plan） 

実施（Do） 

見直し（Action） 

点検・是正 (Check) 

） 

ＰＤＣＡサイクルによる 

計画・取り組みの改善 
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  3.「スクールエコアクション」ガイドライン 

1）「スクールエコアクション」の仕組みづくり及び進め方は、「Ⅱ.『スクールエコ   

アクション』ガイドライン」にしたがって、以下の①～⑥の手順で実施してください。

年間スケジュールは P.5をご覧ください。 

ＰＤＣＡ区分 「スクールエコアクション」をすすめる手順 

 

計画   （P） 

①実施体制と役割分担を決めます。 

②「環境方針」を定めます。 

③活動内容を設定し「学校エコ活動シート」を作成します。 

実施   （D） ④全員で環境活動に取り組みます。 

点検是正（C） 
⑤「学校エコ活動シート」を作成します。 

活動結果を確認・評価し、問題点は改善します。 

見直し （A） ⑥環境活動の全体を定期的に見直します。 

2）ガイドラインは、手順ごとに必ず実施していただきたい事項を    内に示し、

そのあとに具体的な実施方法などを記述しています。 

 

  4.「スクールエコアクション」の取り組みにあたって 

「スクールエコアクション」の取り組みにあたっては、スクールエコアクション   

事務局（5.参照）に次の報告を定期的に行っていただきます。 

   1）環境方針……改訂した場合のみ提出 

   2）学校エコ活動シート（様式 1）……年度当初（4月）及び年度末（3月）に提出 

 

  5.「スクールエコアクション」事務局 

各校の「スクールエコアクション」活動の支援をするため、「スクールエコアクション」

事務局を置きます。事務局は環境部環境政策課です。支援等の詳細は P.12をご覧くださ

い。 
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  6.年間スケジュール 

スクールエコアクション及び C-EMS の年間を通じた取り組みの流れは、おおむね次の

ようになります。 

年間スケジュール 

月 PDCA スクールエコアクション 
C-EMS 

（学校に関連する事項のみ抜粋） 

 
 
 
 
4 月  

・実施体制と役割分担を決める（⇒Ｐ.６） 
・「環境方針」を定める（⇒Ｐ.７） 
・活動内容を設定する（⇒Ｐ.８） 
 

・環境に関連する法令の確認（教育総
務課、学務課と法規制等調査確認表
の共有、内容の把握） 
※法規制等調査確認表の作成は、教
育総務課、学務課 
 
・エネルギー使用量の把握（毎月） 
・前年度のエネルギー使用量 
の確認 

5 月 

 

・環境活動に取り組む（⇒Ｐ.９） 
・活動の結果を確認・評価して、問題点を
改善する（⇒Ｐ.１０） 

 

6 月 
  

 

7 月  

 
・前年度の取組結果の公表 

（事務局） 

8 月  
 

 

9 月 

  

 

10 月 

  
 
 

11 月  

 
・優良な環境活動のヒアリング 

12 月 

  
 

1 月 

  
 

2 月 

  
 

3 月 

 

・環境活動について定期的に見直す 
（⇒Ｐ.１１） 

 
 

・環境に関する法令の遵守状況の確
認（教育総務課、学務課と遵守状況を
確認、法規制等調査確認表の共有） 
※法規制等調査確認表の作成は、教
育総務課、学務課 
・市長レビュー 
 
 

 

 

 

P

D

A

C
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Ⅱ.「スクールエコアクション」ガイドライン 
 

 

 

 

 

 

 

◆それぞれの学校が推進しやすい体制を構築してください。 

スクールエコアクション実施体制及び役割分担表 

実施体制 役割分担内容 

学校長（推進責任者） 

・環境活動全体の総括 

・環境方針の制定 

・取組目標の決定 

・環境に関する法令の把握、遵守 

・エネルギー使用量の把握 

・環境活動全般の定期的見直し 

教頭又は環境担当教職員 ・学校エコ活動シートの取りまとめ 

一般教職員 ・環境活動の指導・実施、活動記録の作成 

児童・生徒 ・環境活動の実施 

 

 

《おすすめ事項》 

◇学校全体で「スクールエコアクション」に取り組むために、「学校エコ委員会」などを  

設置することも有効です。 

学校の実態に合わせ、既存の委員会が担うことも可能です。 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.実施体制と役割分担を決める（Plan） 

1） 学校全体として環境活動を推進するための実施体制を作り、役割分担を決めます。 

2） 教職員及び児童・生徒に周知します。 
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◆学校の環境への取り組みについての基本的考え方及び環境活動の方向、地域特性等を 

踏まえて定めてください。 

◆毎年度見直しを行い必要に応じて改定してください。改定した場合、スクールエコ   

アクション事務局まで改定後の「環境方針」を提出してください。 

 ◆学校内に掲示するなど、全校児童・生徒に周知してください。 

また、学校紹介ホームページへの掲載や保護者への通信紙などにより学校外にも公開 

してください。 

 

    

           茅ヶ崎市立○○小学校   

 環 境 方 針 （参考例） 

 

    私たちの○○小学校は、豊かな自然に恵まれた環境にあり、私たちが、 

この美しい地域環境や地球の環境を守って未来につなげることが非常に 

大切と考えます。 

そのために、私たちは広く環境について学習するとともに、環境に 

やさしい学校生活や地域活動に全員で取り組むことを宣言します。 

〔重点環境目標〕 

1. 地域の環境や地球環境の保全について学習します。（環境学習） 

2. 電気、水、紙などの資源を大切にします。（省エネ、省資源） 

3. リサイクルに努め廃棄物を削減します。（廃棄物削減） 

 

 令和  年 月 日    

                     茅ヶ崎市立○○小学校 

                      学校長 △△ △△ 

 

 

 

 

２.「環境方針」を定める（Plan）  

1) 学校長（推進責任者）は、「環境方針」を定めます。 

2）「環境方針」を教職員及び児童・生徒に周知します。 
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◆  

◆  

◆  

◆  

◆  

 

◆「学校エコ活動シート」は、様式 1を使用してください。 

◆学校の特性（教育方針、規模、施設設備など）及び地理特性（周辺施設、自然環境など）

を生かし、独自の活動を設定してください。 

◆具体的な活動内容については、巻末の「環境への取り組み事例集」や、市ホームページ 

の環境学習支援サイト「ちがさきエコスクール」を参考にしつつ、学校で既に実践して

いることや、新たに取り組んでいきたい活動を決めてください。 

◆「学校エコ活動シート」は、各学級や職員室等に掲示して周知してください。 

◆「学校エコ活動シート」は、毎年４月にスクールエコアクション事務局に提出して   

ください。 

 

 

《おすすめ事項》 

 ◇省エネルギーの推進に関する目標を設定する際は、次の資料が参考になります。 

①教育委員会で作成している「茅ヶ崎市立小・中学校空調設備運用指針」 

②文部科学省で作成している「学校等における省エネルギー推進のための手引き   

第４章取組事例」及び「エネルギー管理マニュアル」 

◇全校で取り組む活動は、環境委員や生徒会等を中心として活動内容を検討する方法も 

考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.活動内容を設定する（Plan）  

1） 教頭又は環境担当教職員は「環境方針」に掲げた取組目標を実現するために、   

教職員や活動主体である児童・生徒と話し合い、取り組みテーマごとに具体的な 

活動内容等を「学校エコ活動シート」に記載します。 

2） 各活動の担当者（教頭、学年主任、担任、委員長、生徒会長等）及び活動主体    

（教職員、児童・生徒（学級・学年）、委員会、PTA等）を決めます。 
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《おすすめ事項》 

◇生活の中で毎日実行する活動について、ポスターや標語にして掲示することも有効な 

方法です。 

《標語等の参考例》 

〔省エネ・省資源〕 

  ・部屋の使用後は必ず消灯しましょう。 

  ・水道の蛇口はきちんと閉めましょう。 

  ・コピー、印刷は、両面刷りで必要最小枚数にしましょう。 

  ・持ち物には名前を書いて最後まで大切に使いましょう。 

〔廃棄物削減〕 

  ・文房具は、最後まで使いましょう。 

・排出物はきちんと分別収集してリサイクルしましょう 

  ・給食は食べ残さないようにしましょう。 

 〔生きもの・みどり〕 

  ・みどりを大切にしましょう。 

  ・地域の自然に関心を向けてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.環境活動に取り組む（Do） 

1） 教職員及び児童・生徒は、全員参加により「学校エコ活動シート」に基づいた環境

活動を実行します。 

2） 教職員は、児童・生徒に「環境方針」「学校エコ活動シート」の内容を周知します。 

3） 「学校エコ活動シート」について、どのようにしたらうまく実行できるか、話し  

合い、実施方法などを工夫します。 

節電を呼びかけるポスター（松浪中学校） 
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◆取り組みの確認時期、方法、記録の残し方などを確認し、活動内容ごとに教頭又は環境

担当教職員と教職員が話し合って決めてください。 

◆教頭又は環境担当教職員は、各活動について記録の確認、聞き取り等を行い、「学校エコ

活動シート」に取りまとめを行ってください。 

◆活動の様子や成果（ワークシート、作品等）は、写真等で記録しておき、「学校エコ活動

シート」に添付してください。 

◆環境活動の実施途中で問題が生じた場合は、随時話し合って計画内容や取り組み方の 

改善、取り組みの確認、記録方法の見直しなどを行ってください。 

◆教頭又は環境担当教職員は、前項の取りまとめ結果を校長（推進責任者）に報告して  

ください。必要に応じて、児童・生徒に周知してください。 

 

 

《おすすめ事項》 

◇次のように行うと効果的です。また、写真等で記録を残すことも大切です。 

①毎日実行する（いつも心がける）活動については、適切なサイクル（日、週、月）を

決めて、確認・評価しチェックリスト等に記録します。「エコ活動記録表 A」（参考様式

A）も活用ください。 

②期・年度で実施する活動については、前期・後期ごと又は年度終了時に確認・評価   

して、その結果をチェックリスト等に記録します。「エコ活動記録表 B」（参考様式 B）

も活用ください。 

◇学校エコ活動シートは一年間の活動を振り返り、次年度の活動準備をする際にも活用 

します。 

５.活動の結果を確認・評価して、問題点を改善する(Check) 

CC 

1） 教職員は、「学校エコ活動シート」に設定した環境活動内容が実際に実行されたか

どうかを定期的に確認し評価して、その結果を記録します。 

2） 実施状況の確認・評価の時期・頻度については、毎日実行する（いつも心がける）

活動と期・年度で実行する活動とに分けて、より有効な時期等を決めます。 

3） 学校エコ活動シートの内容又は実施状況の結果に問題が生じた場合は、活動担当者

と活動主体で話し合って計画内容や取り組み方の改善を行います。 

4） 教職員は、年度終了時に環境活動の結果を教頭又は環境担当教職員に報告します。 

5）教頭又は環境担当教職員は、「学校エコ活動シート」（様式 1）に全校の活動成果を

取りまとめ記録します。 
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◆環境活動の見直しは、年度終了時に実施します。ただし、途中であっても学校長（推進

責任者）が環境活動について、見直しが必要であると判断した場合は随時行って    

ください。 

◆学校長（推進責任者）は、見直しの結果、必要ある場合は適切な改善指示を行って    

ください。 

◆全体見直し及び改善指示の内容は、「学校エコ活動シート」（様式 1）に記録してください。 

◆「学校エコ活動シート」は毎年度末にスクールエコアクション事務局に提出して    

ください。 

◆教職員は、「学校エコ活動シート」を基に、活動の概要や意義、活動の進め方等について

検討・周知し、新年度の活動を開始してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６.環境活動について定期的に見直す(Action) 

1） 学校長（推進責任者）は、定期的に環境活動を評価し、見直して、改善の必要が   

ある場合は適切な指示を行います。 

2）見直し実施の結果を記録として残します。 

3) 教職員は、環境活動の実施状況を振り返り、次年度の活動の進め方等について   

検討し、進級した学年等に引き継ぎ、活動に生かします。 
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Ⅲ.「スクールエコアクション」の取り組みへの支援及び   

情報公開について 
 

 

◆スクールエコアクション事務局は、「スクールエコアクション」をすべての小・中学校で

円滑に実施していただくため、各学校への説明及び相談を随時行います。 

◆説明及び相談は、各学校の教職員等を対象とし、「スクールエコアクション」のシステム

概要及び運用の手順等を説明します。また、環境に関する問題点等について相談を   

受けます。 

◆市ホームページの環境学習支援サイト「ちがさきエコスクール」で、出前授業、     

教材貸出、学校での取組紹介等、活動に役立つ情報を掲載しています。ご活用ください。 

 

 

◆報告された環境活動の内容を、環境基本計画年次報告書や市ホームページの環境学習 

支援サイト「ちがさきエコスクール」や、教職員向け情報通信「環境学習 News」、環境   

フェア等で公開します。 

◆他にない取り組みについては、他の学校の参考にもなるよう公開します。 

 

 
 ◆イベント等の場で、取り組んだ環境活動について、各種媒体を用いて紹介します。 

 ◆全小中学校の環境活動の報告書等をイベント等の会場に掲示し来場者へ広く周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.「スクールエコアクション」取り組みに対する支援 

２.「スクールエコアクション」活動の情報公開 

 

３.「スクールエコアクション」取り組み紹介の実施 
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Ⅳ.茅ヶ崎市環境マネジメントシステム（C-EMS）に基づく   

取り組みについて 
 

 

1）毎月のエネルギー使用量の把握 

 ◆検針票を確認し、エネルギー使用量を把握します。 

◆教育総務課及び学務課が「地球温暖化対策実行計画・管理等支援システム（LAPPS）」

に使用量を入力します。使用量を入力するとグラフが自動作成され、省エネルギーに

取り組んだ成果が見える化されるので、エネルギー使用状況を共有してください。 

◆グラフを校内に掲示して全校で共有することも取り組みの推進に有効です。 

◆教職員への周知や子どもたちへの教育に役立てることができます。 

 

2）年間のエネルギー使用量の確認 

 ◆翌年度の 4 月末に年間のエネルギー使用量を確認し、必要に応じて取組内容を修正  

します。 

 

 

1）学校及び給食調理場に適用される環境関連法令の把握 

  ◆毎年 4 月に、C-EMS の作成様式２「法規制等調査確認表」を教育総務課及び学務課と

共有し確認します。C-EMSで管理する法令及び様式作成者は表１を参照ください。 

 

表１ （C-EMS様式２）「法規制等調査確認表」の作成区分 

区分 法令名 作成者 

学校に適用される法令 

・フロン排出抑制法 

・廃棄物処理法 

・毒劇物取締法 

教育総務課 

給食調理場に適用される

法令 

・フロン排出抑制法 

・廃棄物処理法 
学務課 

 

2）遵守状況の確認 

 ◆年度当初に、教育総務課及び学務課が作成した「法規制等調査確認表」を共有します。 

  ◆年度末に、法令の遵守状況を教育総務課及び学務課と確認します。 

   

 

 

１.エネルギー使用量の把握について 

２.環境に関する法令の遵守について 
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1）グリーン購入とは 

グリーン購入とは、買い物をするときに、本当に必要かどうかを考え、必要なときは品質や価格 

だけでなく、環境のことを考えて、環境への負荷が極力小さい製品やサービスを購入することです。 

グリーン購入は購入者の生活を環境にやさしいものにするだけでなく、商品を提供する事業者に

環境にやさしい製品の開発を促すことができ、経済活動全体を変えていく可能性を持っています。 

 

2）グリーン購入の推進について 

茅ヶ崎市では、「国等における環境物品等の調達の推進等に関する法律」第４条に基づき、   

平成１８年８月に「茅ヶ崎市グリーン購入基本方針」（以下「基本方針」という。）を定め、「茅ヶ崎市

環境基本計画」、「茅ヶ崎市地球温暖化対策実行計画」において環境に配慮した製品等を優先的

に購入する「グリーン購入」を推進することとしています。そこで、これらの計画に基づく取り組み  

として、茅ヶ崎市環境マネジメントシステム（C-EMS）では日常的に取り組むエコオフィス行動の一つ

として「グリーン購入」に取り組むこととしています。 

 

3）茅ヶ崎市グリーン購入ガイドラインについて 

「茅ヶ崎市グリーン購入ガイドライン」は、基本方針に基づき、環境に配慮した物品等の購入・ 

調達における手順、対象品目、判断基準等を定めたものです。学校で物品等を調達する際は、 

本ガイドラインの対象品目及び判断基準等を確認するようご協力をお願いします。 

 

３.グリーン購入の推進について 
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1）ヒアリングの目的 

◆市は、C-EMSの有効性を高めるため、年に 1度、優良な環境活動のヒアリングを実施します。 

◆「環境への取り組み事例集」等を基に、学校で行っている環境活動についてお話を伺うとともに、

環境に関する掲示物などを見学させていただきます。 

◆学校及び給食調理場に適用される環境法令の遵守状況についても確認させていただきます。 

 

2）外部監査の結果 

◆ヒアリングの結果は「環境学習 News」等により他校へ周知することで、優良な環境活動の水平 

展開を図ります。 

 

 

《おすすめ事項》 

◇学校等における省エネルギー推進のための手引きについて 

日常の中で負担なく省エネルギーの取組が行われ、学校等における省エネルギーが更に

推進されるように作成されています。「第４章取組事例」、「エネルギー管理マニュアル」、

「チェックリスト」が参考になります。 

URL: https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/green/1416430.htm 

 

４.優良な環境活動のヒアリングについて 
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様式集 
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様式１ 学校エコ活動シート（記入例） 
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様式１ 学校エコ活動シート 
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（参考様式Ａ） 

エコ活動記録表 A 

〔いつも心がける活動〕 

学年・学級名  確認日   年  月  日 記録者  

取組目標 具体的活動内容 

実施状況確認・評価 
〔評価ポイント〕 

3 よ く で き た    
2 大 体 で き た    
1 あまりできなかった  

良かった点又は 
悪かった点など 
実施状況を記入 

 

 

 

 

 

３ ２ １ 

 

 

 

 

 ３ ２ １ 

 

 

 

 

 ３ ２ １ 

 

 

 

 

 ３ ２ １ 

 

 

 

 

 

 

 ３ ２ １ 

 

 

 

 

 ３ ２ １ 

 

 

 

 

 

 

 ３ ２ １ 

 

 

 

 

 

 

３ ２ １ 

 

※記録する時期や周期は学校の判断で決めて行ってください。 

 

参考様式Ａ エコ活動記録表Ａ 
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（参考様式Ｂ） 

エコ活動記録表Ｂ 

年度（前期・後期・通年） 〔期・年度で実施する活動〕 

学年・学級名  確認日 年  月  日 記録者  

取組目標 具体的活動内容 

実施状況確認・評価 
〔評価ポイント〕 

3 よ く で き た    
2 大 体 で き た    
1 あまりできなかった  

良かった点又は 
悪かった点など 
実施状況を記入 

  

 
３ ２ １ 

 

 

 
３ ２ １ 

 

 

 
３ ２ １ 

 

 

 

 

 

 
３ ２ １ 

 

 

 
３ ２ １ 

 

 

 

 
３ ２ １ 

 

 

 

 

 

 
３ ２ １ 

 

 

 

 
３ ２ １ 

 

 

 

 

 

 
３ ２ １ 

 

 

 

 
３ ２ １ 

 

 

 

参考様式Ｂ エコ活動記録表Ｂ 
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参考 
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環境への取り組み事例集 

取組テーマ 活動内容例 

① 省エネルギー

の推進 

照明 □使用していない教室の明かりを消す 

□必要以上の照明をつけない 

□明るさを廊下やトイレ、昇降口等のこまめな消灯を行う 

□過剰な照明スペースの蛍光灯を抜く（間引き） 

□蛍光灯の一部を抜き、反射板を付けて照度を保つ 

□教室の電気を天候に合わせて使う 

□校内パトロールをして、電気の消し忘れがないか点検する 

エアコン □部屋を出るときはエアコンを消す 

□エアコンの使用は、室温が夏は28℃、冬は20℃を目安にする 

□校舎内の室温を下げるために、緑のカーテンを作る 

□クールスタイル（体操着で授業を受けることを可とする）の実施 

機器 □使っていないＯＡ機器、電化製品は主電源をきり、プラグを抜く 

□電気製品を買うときは、省エネ型をえらぶ 

□太陽光・風力発電など新エネルギーの導入に努める 

□給湯室のお湯を節約する 

□給湯温度の設定を低くする 

全般 □節電シールを貼り、省エネルギー活動の啓発をする 

□校内放送や全校集会で省エネを呼びかける 

□環境ポスターをつくる 

□図書委員会で地球温暖化に関する図書の紹介を行う 

□電気使用量のグラフを校内に掲示する 

② 省資源・４R・

廃棄物削減 

省資源 【水】 

□歯磨きのときは水をコップにためて使う 

□実験や実習の際に、節水に心掛ける 

□蛇口をしっかりしめる 

□雨水タンクの設置や雨水の有効利用を検討する 

□節水シールを貼る 

□校内パトロールをして、水の無駄がないか点検する 

□普段どれくらい水を使っているのか、調べる 

□バケツで雑巾をすすぐことによって節水する 

□水道設備の現状を再点検し、無駄水の発生を防止する 

□水道栓に節水コマを付ける 
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【紙】 

□再生紙を利用する 

□裏紙を利用する 

□印刷やコピーは両面にする 

□印刷ミス・コピーミスを防ぐために、プレビューや印刷機使用後のリセットを徹底す

る 

□掲示板・回覧版・ＬＡＮの活用などの紙を使わない連絡方法を利用する 

□職員会議のペーパレス化 

□プロジェクター等で説明し、生徒への配付プリントを減らす 

４R、廃棄物削

減 

□ごみはきちんと分別回収しリサイクルする 

□給食の食べ残しをしない 

□ごみの量を量って、重さをチェックする 

□ぽい捨てごみの種類と量を調べる 

□リサイクルボックスをつくる 

□ごみ箱に分別が分かりやすいよう表示をする 

□校内パトロールをして、ごみの分別を点検する 

□ごみやリサイクルに関する催しや活動を企画する 

□リサイクル活動に取り組む（例：ペットボトルキャップ、インクカートリッジ、テー

プ巻き芯、テトラパック、コンタクトレンズケース） 

□ジャージ、基準服のリサイクルを行う 

□忘れ物傘を急な天候不良時のレンタル傘として再利用する 

□廃材を利用して作品をつくる 

□給食調理時にでる野菜くずを堆肥化する 

□校庭の落ち葉を集めて堆肥にする 

□土にうめたごみが分解していく様子を観察する 

□ごみやリサイクルに関する催しや活動を企画する 

□壊れても、修理をして大切に使う 

□使い捨て製品の使用をおさえる 

全般 □環境新聞をつくる 

□環境ポスターをつくり掲示する 

□図書委員会でリサイクルに関する図書の紹介を行う 

□環境探検隊をつくり、校内の環境問題を調査する 

□エコマークなど環境に配慮した文房具、備品事務用品を購入する（グリーン購入） 

□ものを買うときは必要最小限にする 
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③ 自然・緑化  □一人一鉢、花や野菜を育て環境への関心を育む 

□花壇に季節の花を植え、育てる 

□学校の樹木調べ・タグつけをする 

□学校ビオトープをつくる 

□ビオトープの生きものを観察する 

□壁面緑化（みどりのカーテン）をする 

④ その他 美化 

地域、保護者と

の活動 

□朝の時間に美化活動を行う 

□登校時にごみ拾いを行う 

□地域の清掃や美化活動に参加する 

□校内美化強化実施日を設定する 

□地域の方と協力して日頃利用する近くの公園の掃除をする 

□学校だよりに校内のエコ活動を掲載し、活動を校内から家庭に広げる 

□地域の方にも資源回収の広報を行いより多くの回収を目指す 

⑤ 環境学習に関

すること 

省エネルギー

の推進 

□地球温暖化をテーマとした出前講座を活用し、省エネルギー活動の意識を高める 

省資源・４R・

廃棄物削減 

〔水〕 

□川の水／生活排水の水質調べ（パックテストの利用）  

□牛乳・油などの処理のしかたを調べる 

□流しに捨てた水の行方を調べる 

□水処理センターの見学 

□世界各国の水事情を調べる 

〔廃棄物削減〕 

□調理実習でエコクッキングを実施する 

□身近なもののリサイクル過程を調べる 

□ごみ収集車でのごみ収集体験 

□清掃工場、リサイクルセンターの見学 

□地域で環境活動を積極的に実施している企業を訪問し、環境活動の実態を調査する 

□家や家庭でエコロゴマークのついている品物を調べる 

自然・緑化の推

進 

□春夏秋冬の動植物の成長を観察する 

□学校の植栽を調査する 

□稲を育てながら、環境への関心をはぐぐむ 

□市内の里山、川、海を訪れ自然観察をする 

□学校周辺の植物、動物を調べる 

□土の中や水の中の生き物を調べる 
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□熱帯林の破壊について学習する 

□生物と環境の関わり合いを学習する 

□自然愛護と環境保全をテーマに学習する 
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茅ヶ崎市グリーン購入ガイドライン 
 

 

 

【学校版】 
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はじめに 

 

地球温暖化問題や廃棄物問題など、今日の環境問題はその原因が大量生産、大量消費、大量廃

棄を前提とした生産と消費の構造に根ざしていることから、その解決には、経済社会のあり方そ

のものを環境負荷の少ない持続的発展が可能なものに変革していくことが不可欠となります。こ

のため、あらゆる分野において環境負荷の低減に努めていく必要があり、このような中で、我々

の生活や経済活動を支える物品及び役務（以下「物品等」という。）に伴う環境負荷についてもこ

れを低減していくことが急務となっており、環境物品等への需要の転換を促進していかなければ

なりません。 

この環境物品等への需要の転換を進めるための取組がグリーン購入です。グリーン購入は、こ

れらの環境物品等の市場の形成、開発の促進に寄与し、それが更なる環境物品等の購入を促進す

るという、継続的改善を伴った波及効果を市場にもたらします。また、グリーン購入は誰もが身

近な課題として積極的に取り組むことができ、調達者がより広範な環境保全活動を行う第一歩と

なるものです。（国のグリーン購入の調達者の手引きより 抜粋） 

この「茅ヶ崎市グリーン購入ガイドライン」は、茅ヶ崎市が一事業者、一消費者として環境に

配慮した物品等を優先的に購入するための手順等を定めたものです。各部局で物品等を購入する

際にはこのガイドラインを参考に、環境物品等の調達をお願いします。 
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１ 茅ヶ崎市グリーン購入ガイドラインとは 

グリーン購入とは、買い物をするときに、本当に必要かどうかを考え、必要なときは品質や価

格だけでなく、環境のことを考えて、環境への負荷ができるだけ小さい製品やサービスを購入す

ることです。 

 グリーン購入は購入者の生活を環境にやさしいものにするだけでなく、商品を提供する事業者

に環境にやさしい製品の開発を促すことができ、経済活動全体を変えていく可能性を持っていま

す。 

 茅ヶ崎市では、「国等における環境物品等の調達の推進等に関する法律」第４条に基づき平成１

８年８月に「茅ヶ崎市グリーン購入基本方針」（以下「基本方針」という。）を定め、「茅ヶ崎市環

境基本計画」、「茅ヶ崎市地球温暖化対策実行計画」において環境に配慮した製品等を優先的に購

入する「グリーン購入」を推進することとしています。そこで、これらの計画に基づく取り組み

として、茅ヶ崎市環境マネジメントシステム（C-EMS）では日常的に取り組むエコオフィス活動

の一つとして「グリーン購入」に取り組むこととしています。 

 茅ヶ崎市グリーン購入ガイドラインは、基本方針に基づき、環境に配慮した物品等の購入・調

達における手順、対象品目、判断基準等を定めたものです。各部局等で物品等を調達する際は、

本ガイドラインの対象品目及び判断基準等を必ず確認するようお願いします。なお、本ガイドラ

インは国の基本方針の改訂に合わせ適宜見直しをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 茅ヶ崎市グリーン購入基本方針 

②買う時に 

環境を考えて作ら
れたものを選ぶ 

① 買う前に 

必要かどうか考える 

③使い終わったら 

きちんと分別 

 環境負荷ができるだけ小
さいものを選ぶ 
私たちが環境を意識し、
環境負荷が小さいもの
を選ぶことが、事業者の
環境意識を高めること
につながります。 

グリーンな市場の 
拡大 

 環境負荷ができるだけ小
さいものを提供する 
 

エコ商品取り
扱 っ て い ま
す！ 

環境負荷が小
さいものを造
るぞ！ 

運ぶときもエ
コドライブ 

消費者：家庭・行政・企業など 

事業者 

グリーン購入＝価格・品質など＋環境 

【参考】グリーン購入イメージ図 

 

混ぜればごみ、
分ければ資源 

資源物を再資源化するぞ！ 

物流業者  
販売業者  

製造・メーカー

7  

リサイクル業者   
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２ 茅ヶ崎市グリーン購入基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市グリーン購入基本方針 

 

１．目的 

この方針は，環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図るため、国等による環境物品等の

調達の推進等に関する法律に基づき、茅ヶ崎市が一事業者、一消費者として、率先して環境に配慮した物品

の調達（以下「グリーン購入」という。）の推進を図るとともに、調達総量の抑制や省エネなどを実践し、

行政コストを削減することを目的とする。 

２．適用範囲 

市の全ての組織は、この方針に従ってグリーン購入を行うものとする。 

３．対象物品等 

グリーン購入の対象物品等は、別表に定める物品等や役務等（以下「物品等」という。）とする。また、

対象物品等以外についても、「4．調達の基本原則」に準じて物品等を調達するよう努めるものとする。 

４．調達の基本原則 

物品等の調達にあたっては、購入を決定する前に真に購入の必要があるかどうか検討し、可能な限り購入

しないことが望ましい。ただし、検討の結果購入を決定した場合は、従来考慮されてきた価格や品質などに

加え、今後は、資源採取から廃棄まで全ての物品ライフサイクルにおける多様な環境負荷を考慮し、次の事

項に配慮して購入する。 

① 環境や人の健康に被害を与えるような物質の使用及び放出が削減されていること 

② 資源やエネルギーの消費が少ないこと 

③ 資源を持続可能な方法で採取し，有効利用していること 

④ 長時間の使用ができること 

⑤ 再使用が可能であること 

⑥ リサイクルが可能であること 

⑦ 再生された素材や再使用された部品を多く利用していること 

⑧ 廃棄されるときに処理や処分が容易なこと 

⑨ 調達数量は、必要最小限とすること 

５．調達物品等の選定方法 

グリーン購入の際は、「茅ヶ崎市グリーン購入ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に示す

「判断の基準」を確認するほか、環境に配慮された物品に関する情報を商品カタログや、インターネットな

どを通じて次のデータベースなどを参照して情報を入手し、エコマークなどの環境ラベルが表示されたもの

を優先的に選択するものとする。 

① グリーン購入ネットワーク 「エコ商品ねっと」 

② エコマーク商品総合情報サイト「グリーンステーション」 

③ 環境省 環境ラベル等データベース 
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６．調達の方法 

職員は、物品等を調達する場合は、次の事項を確認した上で調達手続を行う。 

① 調達しようとする物品等（ガイドラインの「判断の基準」等に適合している環境配慮型製品等か） 

② 購入数量（必要性を十分に考慮した上で、適切な購入量か） 

③ 購入金額（従来品と比較して妥当な価格か） 

④ 納入業者（グリーン購入に協力的か。発注先が環境に配慮した事業者か。など） 

７．関係団体等に対する協力依頼 

市は、市の業務を請け負う委託業者、市の指定を受けて業務を行う指定管理者、物品等の納入業者等関係団

体に対してグリーン購入推進の趣旨を周知し、協力を依頼するものとする。 

附 則 

この方針は、平成１８年８月２１日から施行する。 

附 則 

この方針は、平成２２年１０月１３日から施行する。 

  附 則 

この方針は、平成３０年４月１日から施行する。 

別表 

□物品等 

１ 紙類 

２ 文具類 

３ オフィス家具類 

４ 画像機器等 

５ 電気計算機等 

６ オフィス機器等 

７ 家電製品 

８ エアーコンディショナー等 

９ 温水器等 

１０ 照明 

１１ 自動車 

１２ 消火器 

１３ 制服・作業服 

１４ インテリア・寝装寝具 

１５ 作業手袋 

１６ その他繊維製品 

１７ 設備 

１８ 防災備蓄用品 

 

□役務等 

１９ 公共工事 

２０ 役務 

 

３ 
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３ グリーン購入手順 

① 購入する前に必要性を十分考える。（本当に購入が必要か。他部署在庫やレンタルの可能性も

考慮） 

② 購入する物品が「茅ヶ崎市グリーン購入基本方針」別表（Ｐ.30）の物品等及び役務等に該当

するか。（該当すればグリーン購入対象物品等）。 

③ グリーン購入対象物品等の場合、グリーン購入対象物品等の「５ 判断の基準」（Ｐ.33～）を

満たす物品等（グリーン購入適合物品等）か。環境ラベルが付いている等、環境に優しい物

品はグリーン購入適合物品等とします。 

④ 購入数量は必要性を十分に考慮した上で適切な数量か。 

⑤ 購入金額は従来と比較して妥当な価格か。 

⑥ 納入業者はグリーン購入に協力的か。発注先が環境に配慮した事業者か。（ISO14001 を取得

しているか等） 

 

■グリーン購入フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 調達する物品等の購入の必要性はありますか。代替品は無いか検討しましたか。 

②調達する物品等はグリーン購入対象物

品等※ですか。 

※基本方針別表（P.30）のいずれかに該当
するかどうか 

 

③グリーン購入の判断の基準を満たす物品等

※を選びましまたか。数量は適正ですか。 

 
※ガイドライン P.33 
判断の基準（エコマーク等）を参考に 

なるべく環境に配慮した物品等を購入する 

 

 

はい 

いいえ 

いいえ 

購入の必要性あり 購入の必要性なし 

調達しない 

 

 

＊なるべく共通購入物品から購入しましょう 
共通購入物品はほとんどグリーン購入適合物品で
す。 
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４ グリーン購入対象物品等の判断の基準について（環境に優しい物品等の選び方） 

グリーン購入対象物品等を購入する際には環境ラベル※・文言がついているものを選択してく

ださい。原則、「５ 判断の基準」の優先順位１（グリーン購入法適合）のものを選択してくださ

い。優先順位１が選択できない場合は優先順位２のものを選択してください。なお、どちらを選

択してもグリーン購入を実施したこととします。判断の基準の詳細を調べたい場合は、環境政策

課までお問合せください。 

環境ラベルは各種商品カタログやエコ商品ネットなどで確認できます。また、納入業者に判断

の基準を満たす物品等の納入を求めることも有効です。 

なお、購入した物品等は正しく管理し、大切に使いましょう。また、使い切った後は、リサイ

クルや分別廃棄を行いましょう。 

 

※環境ラベルについては「環境省 環境ラベル等データベース」をご覧ください。 
（https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/f01.html） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①各種商品カタログ 

②エコ商品ネット（http://www.gpn.jp/econet/） 

③エコマーク商品総合情報サイト「グリーンステーション」※（http://www.greenstation.net/） 

 ※ここで扱う全ての商品はエコマーク商品となっています。エコマーク商品は全てグリーン

購入法適合です。 

 

環境ラベルの確認方法 

環境ラベルの一例 カタログ記載例 

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/f01.html
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５ 判断の基準 

  

（１） 紙類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【備考】対象外の品目 

・特殊紙（トレーシングペパー等） 

・複写紙、感圧紙（ノーカーボン紙、裏カーボン紙） 

・感熱紙（レジ用、ＦＡＸ用等） 

・圧着紙（圧着はがき等） 

・耐水紙 

PPC 用紙、PPCカラー用紙等 

※用紙におけるエコ
マークの基準 
・情報用紙・印刷用
紙：「総合評価値８０」
以上 
・衛生用紙：「古紙パ
ルプ配合率１００％」 
●仕様書等にはこの
基準を参考に記載し
てください。 

【参考】優先順位 1位が選択できない場合は 

・情報用紙、印刷用紙は古紙パルプ配合率がなるべく高く、白色度が低いものを選びましょう。 

・森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものを選びましょう。(参考：森林認証紙や

間伐材マークの付いた用紙) 

《参考値》  

・コピー用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙：古紙パルプ配合率７０％以上 

・フォーム用紙：古紙パルプ配合率７０％以上、白色度７０％以下 

・印刷用紙：古紙パルプ配合率６０％以上 

 

 

※ 

優先順位１，２いずれかの環境ラベ

ルが付いた物品等を購入すればグリ

ーン購入になります。 
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（２）文具類 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【購入のポイント】 
●古紙パルプ配合
率、再生プラスチッ
ク配合率が可能な限
り高いもの 
●植物由来（バイオ）
プラスチックを使用
しているもの 
●間伐材、端材等の
再生資源、合法材を
使用しているもの 
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※セロハンテープ、メンディングテー

プ、ラベルライター用テープカートリッ

ジ、ＯＰＰ、透明梱包テープはグリーン

購入法の対象品目ではないため、グリー

ン購入法適合マークが付いたものはあ

りません。調達量が多いので市が独自に

設定しています。エコマーク又は優先順

位２のものを選択してください。 

ラベルライター用テープカートリッジ※ 
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※封筒におけるエコマークの基準 

・「古紙パルプ配合率４０％」以上で

あること 

※仕様書等にはこの基準を参考に記

載してください。 

※ 
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※紙製品（けい
紙、ﾉｰﾄ、ﾗﾍﾞﾙ、
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ、付箋
紙）のエコマー
クの基準 
「古紙パルプ配
合率７０％」以
上であること 

 

※ 
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（３）オフィス家具等 
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（４）画像機器等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）電子計算機等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）オフィス機器等 
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（６）オフィス機器等 
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（７）家電製品 
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（８）エアーコンディショナー等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）温水器等 
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（１０）照明 
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（１１）自動車等 

 

 

（１２）消火器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・下記のいずれかの低公害

車であること 

１ 次世代自動車（電気自

動車、天然ガス自動車、ハ

イブリッド自動車、プラグ

インハイブリッド自動車、

燃料電池自動車、クリーン

ディーゼル自動車） 

 

２ ガソリン車、ディーゼ

ル車については九都県市

指定低公害車※であるこ

と。 

※九都県市指定低公害車

については九都県市あお

ぞらネットワークのホー

ムページを参照ください。 

 

業務の特殊性その他

の理由により適当な

低公害車が見当たら

ず、低公害車以外の

ガソリン車、ディー

ゼル車を購入する場

合は、業務に必要な

能力を有する車の中

で最も燃料消費量の

少ない自動車 

 

※１ 自動車とは普通自動車、小型自動車

及び軽自動車とし、緊急自動車、特殊自動

車（０，９ナンバー）、二輪車は除く 
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（１３）制服・作業服 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帽子 

作業服 

靴 
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（１４）インテリア・寝具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１５）作業手袋 
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（１６）その他繊維製品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１７）設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集会用テント 

ブルーシート 

防球ネット 

旗、のぼり、幕（横断幕、
懸垂幕 

モップ 

 

※太陽熱利用システム、生ごみ
処理機、節水機器のみ 

※太陽熱利用システムのみ 

太陽光発電システム、 
太陽熱利用システム、 

燃料電池、 
生ごみ処理機、 

エネルギー管理システム、 
節水機器 
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（１８）防災備蓄用品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１９）公共工事 

  C-EMS の環境に配慮した公共工事実施マニュアルに基づき、仕様書や契約書等に環境配慮

事項について記載し、当マニュアルの配慮項目の写しを添付し、環境に配慮した公共工事を

実施してください。また、資材、建設機械、工法及び目的物についての判断の基準について

は、環境政策課までお問合せください。 

 

 

（２０）ごみ袋等 

 

 

【購入のポイント】 

●植物を原料とする(バイ

オ)プラスチック又は再生

プラスチックを１０％以

上使用しているもの。 

 

 

プラスチック製ごみ袋 
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６ 印刷の発注におけるグリーン購入について 

（１）印刷の発注におけるグリーン購入の考え方 

報告書等の冊子、ポスターやチラシ、カタログやパンフレット、封筒等、紙の印刷物は私

たちの生活や仕事と密接につながっています。印刷物は紙やインキ等の仕様や印刷部数、印

刷方法、配布計画等の組み合わせによって、発生する環境負荷が大きく異なります。それ故、

発注者は印刷を発注する前に、印刷に伴う環境負荷について十分に理解し、環境負荷が小さ

くなるような組み合わせを考え、環境配慮に努める印刷事業者に発注することが大切です。 

 

（２）印刷（外部発注）の判断の基準、発注方法や仕様書の記載例について 

印刷物の印刷を役務として発注する際は、下表を参考に①用紙、②インキ、③印刷物への

表示、④その他配慮事項、について仕様書等に記載して発注してください。 

 

対象品目 判断基準（仕様書等に記載する内容） 

広報紙、報告書、

証明書類、ポスタ

ー、ちらし、パン

フレット類 

①用紙：グリーン購入法やエコマーク適合の用紙（総

合評価値８０以上）。 

※適合するものが無い場合は、Ｐ.33（１）紙類の

「【参考】優先順位１が選択できない場合は」を参照 

②インク：植物由来のインキ又は NL規制適合インキ

使用 

③印刷物への表示：ア）、イ）併記が望ましい 

ア） 材質についての表示 

再生紙使用マーク、植物油インキマークなどの表

示又は、文章の表示「このちらしは再生紙と植物油

インキを使用しています。」又は併記 

 

 

 

 

イ）リサイクルについての表示 

 「このちらしは再生利用（リサイクル）できま

すので古紙の収集日にお出しください」 

④配慮事項：納品、運搬車両の環境負荷低減に配慮す

ること。 

封筒、窓付き封筒 ① 用紙：グリーン購入法やエコマーク適合の用紙（古

※使用した用紙の古紙パルプ配合

率に応じて数字は変わる 



- 50 - 
 

紙パルプ配合率４０％以上） 

② インク：植物由来のインキ又は NL 規制適合イン

キ使用 

③ 印刷物への表示：上記③を参照。イ）「このちらし」

部分を「この封筒」に変える。 

④ その他：窓付き封筒の窓部分はグラシン紙を使用。 

⑤ 配慮事項：納品、運搬車両の環境負荷低減に配慮

すること。 

 

 

 

（３） 仕様書への記載例 

 ポスター作成委託の仕様書例です。その他の印刷においても、下線部分の文言を入れるようお

願いします。封筒の発注の場合は、上表の判断の基準を参考に、用紙、インクの指定、文言の記

載等について仕様書に盛り込むようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 託 業 務 仕 様 書 

 

１ 委託業務名  ちがさき環境フェア２０１８広報用ポスター作成業務委託 

 

２ 納品場所  茅ヶ崎市環境政策課 

                               

３ 納品期限  平成３０年○月○日（○） 

         

４ 委託内容  デザイン及び印刷 

 

５ 仕  様 

  （１）サイズ  Ａ２版（片面印刷） 

（２）色    ４色刷  

  （３）枚数   ５００枚  

  （４）用紙   再生コート紙１３５ｋｇ（総合評価値８０以上） 

    （５）インキ  植物油インキ 

    （６）デザイン イラストと写真をベースとしたもの 

  （７）その他  ・再生紙使用マーク、植物油インキマークの表示をすること。 

          ・再生利用（リサイクル）できる旨の表示をすること 

 

６ 配慮事項  納品の際にはアイドリングストップ等エコドライブに努め、運搬車両の環境負

荷低減に配慮すること 

※総合評価値８０％以上の用紙の指

定が極めて困難な場合は、Ｐ.33（１）

紙類の「【参考】優先順位１が選択で

きない場合は」を参照 
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